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北海道告示第５７号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項の規定により、一般競争入
札に参加する者に必要な資格を定めた。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 資格及び調達をする特定役務の種類
平成２２年度において道が締結しようとする�に定める契約に係る一般競争入札に参加す
る者に必要な資格は、�に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第２条第３号
に規定する特定役務の種類は、�に定めるものとする。
� 契 約 平成２３年２月１日に一般競争入札の公告を行う北海道庁託送業

務契約
� 資 格 北海道庁託送業務の資格（以下「資格」という。）

� 特定役務の種類 北海道庁託送業務
２ 資 格 要 件
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、�、�及び�によるほか、次による。

� 平成２３年１月１日現在において引き続き１年以上運送業務を営んでいること。
� 平成２３年１月１日を基準日とし、過去２年間において、１の�に定める契約と種類を
ほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。

� 道が契約する地域に向けた運送が確保できること。
� 航空便の取扱いができること。
� 宅配便の貴重品の取扱いができること。
� 業務に見合う人員（１人以上）を午前８時４５分から午後５時までの間、指定施設（荷
物発送室）に常駐させることができること。
また、繁忙期には、それに見合う人員を配置することができること。

３ 資 格 要 件 の 特 例
中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）、中小企業団体の組織に関する法律
（昭和３２年法律第１８５号）又は商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）の規定に基づき
設立された組合又はその連合会については、当該組合又はその連合会が次のいずれかに該
当するときは、２に掲げる営業年数等の要件は、適用しない。
� 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
� 企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の
過半数を占めているとき。
また、�に該当する場合は、２の�に掲げる資格要件にあっては、当該組合と組合員
（組合が指定する組合員）の合計値とし、２の�に掲げる資格要件にあっては、当該組
合と組合員（組合が指定する組合員）の値の平均値とすることができる。

４ 資格審査の申請の時期及び方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２３年２月１日から同月２８日まで（日曜

日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８
号）に規定する休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
の間にしなければならない。

� 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出
先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなけ
ればならない。

ア 提出先の名称 北海道総務部行政改革局職員事務センター
イ 提出先の所在地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０５７
５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
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平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで、４の�及び�並びに５の�によ
る。
６ そ の 他
資格者又はその代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人が、暴力団員（暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規
定する暴力団員（以下同じ。））又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配
する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者
をいう。）である場合は、道が実施する入札等に参加することができない。

北海道告示第５８号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項
� 調達をする特定役務の名称及び数量
ア 北海道庁託送業務（各単位当たりの単価）
イ 調達予定数量 メール便 １６８，１９５個

宅 配 便 ９２，２９３個
� 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書による。
� 契 約 期 間 平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
� 履 行 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成２３年北海道告示第５７号に規定する北海道庁託送業務の資格を有すること。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局職員事務センター

４ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁本庁舎地下１階職員

事務センター打合室（送付による場合は、郵便番号０６０－８５８８
札幌市中央区北３条西７丁目 北海道総務部行政改革局職員事
務センター）

� 入 札 日 時 平成２３年３月１４日 午前１０時（送付による場合は、同月１１日
までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。

� 開 札 日 時 �に同じ。
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

６ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ３に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道総務部行政改革局職員事務センターのホーム
ページ（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sgc/）においてダウ
ンロードすることができる。

７ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のオ及び３の�による。

８ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から	まで及び
から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道総務部行政改革局職員事務センター
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０５７
９ Summary

Ａ Nature and quantity of the services to be procured :

ａ Mail Service 168,195

ｂ Home Delivery 92,293

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., March 14, 2011

(If mailed, bids must arrive no latar than March 11, 2011)

Ｃ Contact : Officials Administration Center, Bureau of Administrative and Financial Reform,

Department of General Affairs, Hokkaido Government, Nishi 7-Chome, Kita 3-jo, Chuo-ku,

Sapporo 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5057

北海道告示第５９号

救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定による次の救急
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病院から、同項の申出を撤回する旨の届出があった。
なお、届出のあった救急病院の所在地及び申出撤回日は、省略し、北海道保健福祉部医療
政策局医療薬務課に備え置いて縦覧に供する。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
医療法人社団石崎病院（旭川市）

北海道告示第６０号

昭和６２年北海道告示第１７７０号（救急病院及び救急診療所の認定）の一部を次のように改正
する。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
札幌市の項医療法人社団札幌外科記念病院の事項、同項北海道大学病院の事項、同項医療
法人野中整形外科内科病院の事項、同項医療法人麻生整形外科病院の事項、同項医療法人社
団愛心館愛心メモリアル病院の事項、同項勤医協中央病院の事項、同項医療法人社団三草会
クラーク病院の事項、同項独立行政法人国立病院機構北海道がんセンターの事項及び同項医
療法人社団朋仁会整形外科北新病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改め、
同項医療法人恵佑会札幌病院の事項中「医療法人恵佑会札幌病院」を「社会医療法人恵佑会
札幌病院」に、「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改め、同項医療法人柏葉脳神経外科
病院の事項、同項北海道社会保険病院の事項及び同項医療法人札幌第一病院の事項中「平成
２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
函館市の項医療法人社団高橋病院の事項、同項医療法人社団健和会大村病院の事項、同項
函館五稜郭病院の事項、同項医療法人富田病院の事項及び同項医療法人雄心会函館新都市病
院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
旭川市の項大西病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改め、同項医療法人
社団石崎病院の事項を削り、同項医療法人整形外科進藤病院の事項、同項医療法人社団幾晃
会木原循環器科内科医院の事項、同項医療法人元生会森山病院の事項、同項旭川赤十字病院
の事項、同項医療法人社団恩和会旭川高砂台病院の事項及び同項旭川医科大学病院の事項中
「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
室蘭市の項新日鉄室蘭総合病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
釧路市の項うしき整形外科クリニックの事項及び同項社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念
病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
帯広市の項ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」
に改める。
北見市の項ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」

に改める。
留萌市の項留萌市立病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
江別市の項江別市立病院の事項及び同項医療法人社団藤花会江別谷藤病院の事項中「平成

２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
赤平市の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
滝川市の項滝川市立病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
砂川市の項中「砂川市西４条北２丁目１番１号」を「砂川市西４条北３丁目１番１号」に、
「平成２４．９．３０」を「平成２６．１．３１」に改める。
恵庭市の項医療法人北晨会恵み野病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改
める。
北広島市の項中「特別医療法人社団即仁会北広島病院」を「社会医療法人社団即仁会北広
島病院」に改める。
松前町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
江差町の項北海道立江差病院の事項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
乙部町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
黒松内町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
天塩町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
平取町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
音更町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
鹿追町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。
清水町の項中「平成２３．１．３１」を「平成２６．１．３１」に改める。

北海道告示第６１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２３年１月２０日、浜
益土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第６２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により、七飯町豊田地区の
換地処分をした。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第６３号
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森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 石狩市厚田区小谷２８０地先（次の図に示す部分に限

る。）、１２６、２０１の１、２０１の２、２４８の２、２８０、２９２の２
から２９２の４まで、２９２の１１、２９２の３５、２９２の４０から２９２の
４９まで、２９２の５４から２９２の５６まで、２９２の７１から２９２の７５ま
で

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道石狩振興局
産業振興部林務課及び石狩市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第６４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の２の規定によ
る保安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第
１８９条の規定により、その通知の内容を豊頃町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成
２３年北海道告示第１１号のとおりである。

平成２３年２月１日
北海道知事 高 橋 はるみ

所在が不分明な者
中川郡豊頃町湧洞１３１５所在の森林について所有権を有する 伊藤 裕康
中川郡豊頃町湧洞１３１７所在の森林について所有権を有する 野村 弘子、高橋 好志子
中川郡豊頃町湧洞１３１８から１３２０まで所在の森林について所有権を有する 竹中 みよ
中川郡豊頃町湧洞１３２６所在の森林について所有権を有する 竹中 淳訓
中川郡豊頃町湧洞１３２８所在の森林について所有権を有する 竹中 成子
中川郡豊頃町湧洞１３３０所在の森林について所有権を有する 竹中 一豪

北海道告示第６５号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２３年２月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項道東あさひ農業協同組合の事項の次に次の１事項を加える。
計根別農業協同組合 平成２３．１．２４ 計根別農業協同組合

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道空知総合振興局告示第１１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年２月１日

北海道空知総合振興局長 羽 貝 敏 彦
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
広幅複合機 １台
（広幅複写機１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２３年１月１２日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社北海事務機販売
� 住 所 滝川市西町７丁目３－５７
４ 落札金額
８２０，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年１２月７日付け北海道空知総合振興局告示第１１０号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道空知総合振興局森林室管理課
� 所在地 岩見沢市北２条西１２丁目１番７号

４北 海 道 公 報 第����号平成２３年２月１日（火曜日）


